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長野県告示第210号

　次のように保安林の指定施業要件を変更する予定としましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準

用する同法第30条の２第１項の規定により告示します。

　　令和７年５月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　木曽郡大桑村（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　名所又は旧跡の風致の保存

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び大桑村役場に備え置いて縦

覧に供する。）

森林づくり推進課
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長野県告示第211号

　中部森林管理局長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

よる公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和７年５月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　航空レーザ測量

２　作業期間

　　令和７年３月20日から令和８年２月13日まで

３　作業地域

　	　茅野市、佐久市、南佐久郡小海町、南佐久郡佐久穂町、南佐久郡川上村、南佐久郡南牧村、北佐久郡立科町、諏訪郡富士見町、

諏訪郡原村

建設政策課

長野県告示第212号

　松本市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和７年５月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　空中写真撮影（地図情報レベル 1000）

２　作業期間

　　令和７年４月１日から令和８年１月31日まで

３　作業地域

　　松本市

建設政策課

長野県告示第213号

　大町市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共測

量を実施する旨の通知がありました。

　　令和７年５月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　空中写真撮影（デジタル撮影・同時調整計算）

２　作業期間

　　令和７年４月１日から令和７年12月23日まで

３　作業地域

　　大町市

建設政策課

長野県告示第214号

　池田町長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和７年５月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　空中写真撮影（デジタル撮影・同時調整計算）
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建設政策課

２　作業期間

　　令和７年４月１日から令和７年12月23日まで

３　作業地域

　　北安曇郡池田町

長野県告示第215号

　長野県佐久地域振興局長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の

規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和７年５月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量

２　作業期間

　　令和６年10月22日から令和７年２月28日まで

３　作業地域

　　南佐久郡小海町

建設政策課

長野県告示第216号

　長野県佐久地域振興局長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の

規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和７年５月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量

２　作業期間

　　令和６年10月22日から令和７年３月７日まで

３　作業地域

　　南佐久郡小海町

建設政策課

長野県告示第217号

　長野県木曽地域振興局長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の

規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和７年５月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量

２　作業期間

　　令和６年９月30日から令和７年３月27日まで

３　作業地域

　　木曽郡木曽町

建設政策課
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長野県告示第218号

　長野県諏訪建設事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の

規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和７年５月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　数値図化

２　作業期間

　　令和６年７月１日から令和７年３月28日まで

３　作業地域

　　諏訪郡富士見町、諏訪郡原村

建設政策課

長野県告示第219号

　大町市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定による公共測

量を終了した旨の通知がありました。

　　令和７年５月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　大町市空間データ基盤及び台帳補正データ整備業務

２　作業期間

　　令和６年８月20日から令和７年３月31日まで

３　作業地域

　　大町市

建設政策課

長野県告示第220号

　佐久市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定による公共

測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和７年５月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　空中写真撮影

２　作業期間

　　令和６年10月１日から令和７年３月31日まで

３　作業地域

　　佐久市

建設政策課

長野県告示第221号

　安曇野市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定による公

共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和７年５月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　都市計画基本図作成・３Ⅾ都市モデル作成

２　作業期間

　　令和６年６月４日から令和７年３月21日まで
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長野県告示第222号

　南牧村長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定による公共

測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和７年５月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　都市計画基本図作成

２　作業期間

　　令和６年４月24日から令和７年３月31日まで

３　作業地域

　　南佐久郡南牧村

建設政策課

長野県告示第223号

　筑北村長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定による公共

測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和７年５月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　令和６年度筑北村地形図修正業務

２　作業期間

　　令和６年８月９日から令和７年３月31日まで

３　作業地域

　　東筑摩郡筑北村

建設政策課

３　作業地域

　　安曇野市

建設政策課


